
 

 

 

平成 27 年３月 30 日 
 

水資源開発事業を営んでいると装って出資を募る 

「富士開発株式会社」に関する注意喚起 
  

平成 26 年 10 月以降、水資源開発事業を営んでいると装って出資を募る事業者に係る

相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。 

消費者庁が調査したところ、「富士開発株式会社」（以下「富士開発」といいます。）と

の取引において消費者の利益を不当に害する行為（不実のことを告げること）を確認した

ため、消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）第 38 条第１項の規定に基づき、消費者被

害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。 
 

（注意喚起の要旨） 

○ 富士開発は、高齢の消費者に対し、自社の事業内容や、公的機関からの許可や登録を

受けている旨及び表彰を受けている旨を記載した書類を送付しています。また、この時

期と前後して富士開発とは別の事業者から、富士開発への共同出資について名義貸し

を依頼されます。 

○ その後、共同出資への名義貸しを断らなかった消費者は、富士開発から「出資金の振

込名義人が個人名ではなかった。」などの理由により、損害賠償請求を行うと説明され

ます。 

○ 賠償金の支払方法については、現金を宅配便等で送付するよう指示されている事例

もありました。 

○ 当庁が調査した結果、富士開発の水資源開発事業には実体がありません。富士開発の

水資源開発事業に係る出資の勧誘には応じないようにしましょう。 

○ どのような名目であれ、宅配便で現金を送付するよう指示することは詐欺の手口で

す。正当な取引であれば、送金の日時や金額などの記録が残らない宅配便で現金を送付

するよう指示することはありません。事業者から宅配便で現金を送付するよう指示され

ても決して応じてはいけません。 

○ 「出資者の代わりにあなたの名義を貸してください。」、「共同出資者の形にしますの

であなたの名義を使わせてください。」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこ

のような依頼を受けても決して応じてはいけません。 

○ このような取引に関して不審な点があった場合は、消費生活センターや警察に相談し

ましょう。 

本件に関する問合せ先 

消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室 

TEL：03(3507)9187 FAX：03(3507)9287 
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水資源開発事業を営んでいると装って出資を募る 

「富士開発株式会社」に関する注意喚起 
 

平成 26 年 10 月以降、水資源開発事業を営んでいると装って出資を募る事業者に係る相

談が、各地の消費生活センターに寄せられています。 

消費者庁が調査したところ、「富士開発株式会社」（以下「富士開発」といいます。）との

取引において消費者の利益を不当に害する行為（不実のことを告げること）を確認したた

め、消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）第 38 条第１項の規定に基づき、消費者被害の

発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。 

 

１．事業者の概要 

名   称 富士開発株式会社 

所 在 地 静岡県静岡市葵区葵町２－３－１ センタービル７階 

代 表 者 田宮 洋太郎 

設   立 昭和 52 年 

資 本 金 ３億 9000 万円 

事 業 内 容 水資源の開発等 
※ 富士開発が消費者に提供した資料に記載されている内容です。 
※ 富士開発は、上記所在地に存在しません。 
※ 同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。 

 

２．具体的な勧誘事例（資料の詳細は別添を参照） 

（１）平成 26 年 12 月上旬、消費者宅に富士開発とは別の事業者（以下「Ａ社」といいま

す。）の担当者を名乗る者から、「富士開発から青い封筒は届いていないか。もし届い

たなら、捨てないでおいて欲しい。また後日連絡する。」旨の電話があった。その数日

後、Ａ社の担当者が話していたとおり、富士開発が送付元となっている青い封筒が消

費者宅に届いた。 

（２）封筒が届いた翌日頃、再びＡ社から消費者宅に電話があったため、消費者は封筒が

届いた旨を伝えると、Ａ社の担当者からは、「青い封筒に入っている２通の文書を送っ

て欲しい。」旨を依頼された。消費者が青い封筒を開封すると、富士開発の会社概要が

記載された文書及び「富士開発株式会社ご挨拶」と題する文書が入っていた。このと

き、「富士開発株式会社ご挨拶」と題する文書に権利番号が記載されていたことから、

消費者は、富士開発が出資を募っているのかもしれないと思った。また、会社案内に

は、建設業法の規定に基づき許可を受けている旨、温泉法の規定に基づき温泉成分分

析機関の登録を受けている旨及び集水装置開発で国土交通省からプロダクツ大臣賞を

大手電機メーカーと共同で受賞している旨が記載されていたことから、富士開発は水

資源開発事業を営んでいる会社だと信じた。 

（３）ある日、Ａ社の担当者から、富士開発に出資することを希望しているＢという男性

について説明を受けた。そして、Ａ社の担当者から、「あなたはＢの知り合いだという

ことにして、富士開発に出資枠の残り口数を確認して欲しい。」と依頼された。依頼を

受けた消費者は、富士開発に電話して出資枠の残り口数を確認すると、「１口 10 万円

で、210 口残っている。」旨の回答が富士開発の担当者からあったため、その旨をＡ社
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の担当者に伝えると、「Ｂは明日にでも出資金を振り込めると言っている。そして、今

回の出資は、あなたとＢの共同出資ということにして欲しい。」旨の依頼がＡ社の担当

者からあった。 

（４）Ａ社の担当者から、Ｂが振込手続を行った旨の報告を受けた後、富士開発から電話

が入り、「入金は確認できたが、振込名義人がＢ個人ではなくＣという会社の名義であ

るため、Ｃ社に返金した。」、「Ａ社は、今回の件で営業停止になった。」、「当社は、あな

たとＢに対して損害賠償を請求する。」といった旨が告げられた。 

（５）富士開発から損害賠償請求を行う等が告げられた電話があった翌日、監査事務所と

称するＤ社から消費者宅に電話があり、「あなたとＢに損害賠償請求を行う。」旨が伝

えられた。このとき、消費者は、なぜ、企業の会計監査を行う監査事務所が損害賠償

請求を行うのかと疑問を感じ、富士開発の出資に関する話を疑うようになった。 

（６）平成 26 年 12 月下旬、消費者は、知人から紹介された弁護士に対してそれまでの経

緯を説明して相談すると、弁護士から、「それは、劇場型勧誘という詐欺だ。」と教えら

れたことから、自分は詐欺に遭ったのだと気付き、最寄りの消費生活センターに相談

した。 

 

３．当庁が確認した事実 

○ 富士開発は、高齢の消費者に対し、自社の事業内容や、公的機関からの許可や登録を

受けている旨及び表彰を受けている旨を記載した書類を送付しています。また、この時

期と前後して富士開発とは別の事業者から、富士開発への共同出資について名義貸しを

依頼されます。 

○ 共同出資への名義貸しを断らなかった消費者には、後日、富士開発から「出資金の振

込名義人が個人名ではなかった。」などの理由により、損害賠償請求を行うと説明され

ます。 

○ 賠償金の支払方法は、指示された住所へ宅配便等で送付するよう指示されている事例

もありました。 

○ 富士開発は、前記１記載の所在地に事務所を置き、水資源の開発事業等を行っている

旨を記載した資料を消費者に送付していますが、実際には、その所在地に同社の事務所

は所在しませんでした。また、資料に記載されていた電話番号については、利用者と実

際に電気通信回線設備を設置している電気通信事業者との間に複数の電気通信事業者

が存在していたことから、富士開発の所在が分からないようになっていました。 

○ 富士開発が消費者に送付した資料には、富士開発が建設業法（昭和 24 年法律第 100

号）の規定に基づき許可を受けている旨及び温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）の規定

に基づき温泉成分分析機関の登録を受けている旨が記載されていますが、富士開発が当

該許可及び登録を受けた事実はありませんでした。 

○ また、同資料には、「集水装置開発にて国土交通省よりプロダクツ大臣賞受賞」と記

載されていますが、当該大臣賞は存在しませんでした。 

 

４．消費者へのアドバイス 

○ 富士開発は、前記３を踏まえると、事業実体がないことが強く疑われます。富士開発

の水資源開発事業に係る出資の勧誘には決して応じないようにしましょう。 

○ どのような名目であれ、宅配便で現金を送付するよう指示することは詐欺の手口で
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す。正当な取引であれば、送金の日時や金額などの記録が残らない宅配便で現金を送付

するよう指示することはありません。事業者から宅配便で現金を送付するよう指示され

ても決して応じてはいけません。 

○ 「出資者の代わりにあなたの名義を貸してください。」、「共同出資者の形にしますの

であなたの名義を使わせてください。」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこ

のような依頼を受けても決して応じてはいけません。 

○ 建設業の許可を受けた事業者は、国土交通省のウェブサイトで公開されている「建設

業者・宅建業者等企業情報検索システム」で確認することができます。建設業者が許可

を受けているか確認する際の参考にしてください。 

● 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム 

http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/ 

○ このような取引に関して不審な点があった場合は、消費生活センターや警察に相談し

ましょう。 

● 消費者ホットライン（最寄りの消費生活センターを御存知でない場合） 

電話番号 0570－064－370 

● 警察相談専用電話 

       電話番号 ＃9110 

（以 上） 






